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司法制度改革推進計画
（抜粋）

平成１４年３月１９日

閣 議 決 定

Ⅲ 司法制度を支える体制の充実強化

第１ 法曹人口の拡大

現在の法曹人口が、我が国社会の法的需要に十分に対応することができていない状

況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務と

、 、なっているということを踏まえ 司法試験の合格者の増加に直ちに着手することとし

後記の法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成２

２年ころには司法試験の合格者数を年間３，０００人程度とすることを目指す。

また、全体としての法曹人口の増加を図る中で、裁判官、検察官の大幅な増員や

裁判所書記官等の裁判所職員、検察事務官等の検察庁職員の適正な増加を含む司法

を支える人的基盤の充実を図ることが必要であり、そのため、各種の制度改革の進

展や社会の法的需要を踏まえるとともに、その制度等を効率的に活用しつつ、必要

な措置を講ずる。

これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置

を講ずることとする。

１ 法曹人口の大幅な増加

現行司法試験の合格者数を、平成１４年に１，２００人程度に、平成１６年に１，５

００人程度に増加させることとし、所要の措置を講ずる （法務省）。

第２ 法曹養成制度の改革

司法を担う法曹に必要な資質として、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門

的な法律知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力等に加えて、社会や人間関係に対

する洞察力、人権感覚、先端的法分野や外国法の知見、国際的視野と語学力、職業

倫理等が広く求められることを踏まえ、法曹養成に特化した教育を行う法科大学院

を中核とし、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた新たな法曹養成

制度を整備することとし、そのための措置を講ずる。

これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置

を講ずることとする。
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１ 法科大学院

司法制度改革審議会意見が制度設計に関して具体的に提言しているところを踏まえ、

学校教育法上の大学院としての法科大学院に関する制度を設けることとし、平成１６年

４月からの学生の受入れ開始が可能となるよう、所要の措置を講ずる （本部及び文部。

科学省）

２ 司法試験

( ) 法科大学院の教育内容を踏まえた新たな司法試験を法科大学院の最初の修了者を対1
象とする試験から実施することとし（ただし、新司法試験実施後も５年間程度は併

行して現行司法試験を引き続き実施するとともに、経済的事情や既に実社会で十分

な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得

のための適切な途を確保することとする 、所要の法案を提出するなど所要の措置。）

を講ずる（法案提出につき平成１４年末までを予定 （本部））。

、 、 、( ) 現行司法試験の合格枠制の実施は 平成１５年までとし 合格枠制の廃止について2
所要の法案を提出する（法案提出につき平成１４年末までを予定）。（本部及び法務省）

３ 司法修習

( ) 新司法試験実施後の司法修習が、司法修習生の増加に実効的に対応するとともに、1
法科大学院での教育内容をも踏まえ、実務修習を中核として位置付けつつ、修習内

容を適切に工夫して実施されるよう、司法修習の具体的な内容等について、最高裁

における検討状況を踏まえた上で検討を行い、少なくとも主要な事項の枠組みにつ

いて結論を得る。また、併せて、司法修習生の給費制の在り方につき検討を行う。（本部）

( ) 司法研修所の管理・運営について、法曹三者の協働関係を一層強化するとともに、2
法科大学院関係者や外部の有識者の声をも適切に反映させる仕組みを設けることに

関し、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部

設置期限までに、所要の措置を講ずる （本部）。

４ 継続教育

法曹の継続教育に関する態勢を総合的、体系的に整備することとし、逐次、所要の措

置を講ずる （法務省及び文部科学省）。

５ 新たな法曹養成制度の円滑な実施に向けて

法科大学院の設置認可及び第三者評価（適格認定）のための基準について、その内容

を公表し、周知を図ることとし、平成１５年３月までに、所要の措置を講ずる （本部。

及び文部科学省）


